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年末年始を控えた観光関連事業者の方々向け 
特別相談窓口の設置について 

 
１．趣旨 

Ｇｏ Ｔｏトラベル事業において、年末年始（１２月２８日(月)から明年１月１１日

(祝・月)まで）の全国的な旅行について、事業の適用を一時停止することとなったこと

を踏まえ、資金繰りや雇用の維持等に対する政府の支援策を隅々まで届けるとともに、

観光関連事業者の状況や要望をお聞きした上で、活用可能な支援策の紹介や、経済産業

部・都道府県労働局等と連携した支援を行い、観光関連事業者の不安を解消するため、

地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局内に特別相談窓口を設置します。 

 

２．特別相談窓口連絡先 

（沖縄県） 

・ 窓口設置場所：内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室 

・ 受 付 時 間：月曜日～金曜日８：３０～１７：１５（祝祭日等閉庁日を除く） 

・ 電 話 番 号：098-866-1812 

・ Ｆ Ａ Ｘ：098-860-2369 

・ Ｅ－Ｍａｉｌ：unyu-kikaku.j2aΣogb.cao.go.jp 

（※メール送付の際は「Σ」は「＠」に変えてください。） 

 

※Go To トラベル事業に関しましては、これまでと同様に Go To トラベル事務局  

   (TEL:0570-017-345、03-6747-3986)にお問い合わせください。 

 

３．サポート内容 

・ 観光関連事業者からの相談・要望対応  

・ 観光関連事業者が活用可能な支援策の紹介  

・ 中小企業支援策や雇用調整助成金の活用を検討する観光関連事業者に、沖縄総合事

務局経済産業部や沖縄労働局の窓口を案内 

                                                              【問い合わせ先】 

 沖縄総合事務局運輸部企画室 齋藤・上間・仲村 

  TEL  ０９８－８６６－１８１２ 

  FAX  ０９８－８６０－２３６９ 

Ｇｏ Ｔｏトラベル事業の年末年始における全国一律の一時停止決定を踏まえ、資金
繰りや雇用の維持等に対する政府の支援策を隅々まで届けるとともに、観光関連事業者
からの相談や要望にきめ細やかに対応するため、１２月１６日より、沖縄総合事務局に
特別相談窓口を設置します。 

同時発表：観光庁 


